
この猫を譲り受けたい方へ 

 

この猫は、普段は大阪府動物愛護管理センターで飼養されています。 

人なれが不十分なおとなの猫に、人間とのふれあい方や距離感を知ってもらう機会を作り、譲渡

につなげるために、ホームセンターコーナンにお預けしております。 

 

この猫の飼い主になりたい方は、 

以下のお問い合わせ先に連絡いただき、 

「コーナン堺高須店にいるおとな猫の飼い主になりたい。」とお伝えください。 

必要な書類やお手続きの方法について詳しくご説明させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

でもその前に、確認いただきたいことが… 

当センターからの譲渡の際は書類審査や飼育予定場所の調査を行っており、場合によっ

ては 譲渡をお断りすることがございます。特に注意いただきたい例を以下に挙げておりま

すので、お電話の前にご確認ください。 

 

❑ 万が一飼養継続が困難になった場合に、動物のお世話を責任を持って 引き継いで飼え

る人 がいますか？ 

❑ 動物を適正に飼うための知識を持ち、必要な費用 を負担することができますか？（動

物を飼養するにはお金がかかります！） 

❑ ペット として譲り受けますか？ 営利目的や使役目的のためなら、譲り渡ししません。 

❑ 動物を迎え入れるにあたって、家族全員の同意 を得られていますか？ 

❑ 飼養場所が集合住宅や借家の場合、動物を飼養できることが 規約等の文書 で提出す

ることができますか？ 

❑ 自宅内で 完全室内飼育 することができますか？ 

❑ 譲渡された後に、必要な 報告書を提出 いただけますか？ 

 

その他にも条件がありますので、詳細は動物愛護管理センターまでお問い合わせください。 

なお、別シート「譲渡までの流れ」もご確認ください。 

  

【 この猫の飼い主になりたい方のお問い合わせ先 】 

大阪府動物愛護管理センター （アニマル ハーモニー大阪） 

TEL：072 – 958 - 8212  FAX：072 – 956 - 1811 

受付時間：月曜日から金曜日 9時 30分から 17時 

 



譲渡までの流れ 

 

この猫の譲渡を希望される場合、必要な手続きは以下の通りです。主に以下の事項が必

要です。 ※必要となる日数は目安です。 

必要日数 7～14日 申込みから譲渡しまで。平日の日数です。 

ご自宅訪問 1回 当センター職員によるご自宅訪問（飼養環境の調査です） 

講習会受講 1回 当センター（羽曳野市）へご来所いただきます。 

再度ご来店 1回 動物をお譲り渡し時に、再度こちらへご来店いただきます。 

 

手続き事項と必要開庁日数の目安 

 

1. 書類提出：大阪府動物愛護管理センターへ必要な書類を提出ください。 

必要な書類は、お問い合わせください。 

下記のホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

2. 提出いただいた書類を審査します。その後、センターから、ご自宅調査の日程調

整のご連絡をいたします。 

3. 訪問調査：ご自宅にて、猫を飼養する場所の確認と聞き取り調査を実施します。 

4. 講習会受講：センターにて、譲渡前講習会を受講ください。 

（要予約。毎週水曜日・日曜日開催。所要時間：1時間弱） 

 その後、譲渡に関する誓約書等を提出ください。 

また、譲渡に関する説明を受けていただきます（所要時間：約 30 分） 

5.、猫を譲り渡しいたしますので、このコーナン店舗にお越しください。 

2～3日 

2～7日 

1日以上 

講習会受講の翌日以降 

https://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter

/zyotonituite.html#syorui 

「大阪府動物愛護管理センター 譲渡猫 書類」でも検索可能です。 


